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総務 常任委員会

Q税金の滞納対策は。
A電話催告・差し押え・職員に

よる訪問徴収などを行った。
　差し押えは40件(国税還付

金22件、預貯金16件、不動
産・生命保険各1件)。

　滞納者へ行政サービスを制
限する条例を制定予定。

Q基金が45億円もあるが、使
いみちの計画は。

A地方交付税が、合併後10年
間は合併前の市町村数で算
定される。しかし、平成27年
度からは、交付税が減って
いく。国の方針に左右され
るので、将来に備える。使途
計画は作ってない。

滞納対策 基金は将来のために

税務課 総務課

Q上
うわ

市
いち

にある古民家「馬淵邸」
の活用は。

A「築き会」が馬淵邸を改修し、
町と連携して住民の交流・活
性化・移住定住につながる事
業を行う。

　逢坂地区のまちづくり会議の
拠点施設として想定している。

馬淵邸を拠点施設に

企画情報課

Q現状と課題は。
A貸し付けは平成8年で終了し、

件数・額は、延べ811件・約23
億6000万円。滞納の件数・額は、
163件・約3億2000万円。各滞
納者の事情を調べ、訪問・呼び
出しなど事情に合った対応が
必要である。

住宅新築資金等貸付事業

人権推進課

Q総合窓口課の業務と課題は。
A総合窓口課の業務は、他の

課にかかわる業務がほとん
どである。

　3交代制やマニュアルの作
成によって、住民サービス向
上に努めている。

業務と課題

大山・中山総合窓口課

まちづくりの拠点施設を視察

改修中の馬淵邸

閉所した保育所や空き
家となった古民家を活
用し、まちづくりに取りく
む施設を視察した。

「地域」と「ひと」をつな
げる活動拠点として期
待される。

「
築
き
会
」と
は
？

漁
師
や
大
工
な
ど
異
業
種
の
若
者

た
ち
で
構
成
し
、地
域
お
こ
し
に
取

り
組
む
グ
ル
ー
プ
。
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